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～広げよう支えあい !つなごう地上或の力 !～

ふ
れ
あ
い
郵
便
事
業
は
、
高
齢
者
の
方
と
の
貴

重
な
交
流
機
会
の
創
出
や
、
子
供
た
ち
に
福
祉
活

動
へ
興
味
を
持

っ
て
も
ら
う
き

っ
か
け
づ
＜
り
を

目
的
と
し
て
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

黒
松
内
つ
＜
し
園
の
子
供
た
ち
か
ら
、
敬
者
の

日
に
あ
わ
せ
て
、
高
齢
者
の
皆
様
へ
体
調
を
用
い

や
る
言
葉
な
ど
様
友
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
書
か
れ
た

ハ
ガ
キ
が
送
ら
れ
ま
し
た
。

ハ
ガ
キ
を
受
け
取
っ
た
方
か
ら
は
、
「
元
気
に
し

て
下
さ
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
す
ご
＜
嬉
し
か

っ
た
で
す
。
早
速
お
礼
の
返
信
を
し
ま
す
。
」
と
い

っ
た
喜
び
の
声
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
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ま
え

１０
月

１６

日
か
ら
公
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
劇
場

版

「
鬼
減
の
刃
」
無
限
列
車
編
と
赤
い
羽
根
共
同

募
金
が
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
ま
し
た
。

北
海
道
内
各
地
に
ポ
ス
タ
ー
が
掲
出
さ
れ
る

ほ
か
、
黒
松
内
町
共
同
募
金
委
員
会
で
は
、
左
記

の
イ
ラ
ス
ト
の
コ
ラ
ボ
ク
リ
ア
フ
ア
イ
ル
を
、
３

０
０
円
以
上
の
募
金
の
お
礼
と
し
て

一
枚
進
呈

致
し
ま
す
。

数
に
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方

は
お
早
め
に
ご
用
命
願
い
ま
す
。
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この広報は赤い羽根共同募金の配分金で作成 しています。
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くろまつない社協だより

緊急小口資金 【特例貸付】の貸付内容

t

・ 貸付対象

0貸付限度額

・ 据置期間

・償還期間

・貸付利子

0受付窓□

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ

一日寺的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

以下の①～⑥に該当する場合、一世帯につき1回限り20万円以内

① 世帯員の中に新型コロすウイルス感染症の罹患者等がいる場合

② 世帯員に要介護者がいる場合

③ 4人以上の世帯である場合
。新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子

・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

⑤ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する

費用が不足する場合

⑥ 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合

その他の場合、一世帯につき1回限り10万円以内

貸付の日から1年以内

据置期間終了後2年以内

無利子

黒松内町社会福祉協議会

総合支援資金 (生活支援費)【特例貸付】の貸付内容

・ 貸付対象

・ 貸付限度額

・ 貸付期間

0据置期間

・ 償還期間

・貸付利子

・ そ の 他

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、

日常生活の維持が困難となっている世帯

単身世帯 :月 15万円以内  2人 以上 :月 20万円以内

原則 3か月以内

貸付の日から1年以内

据置期間終了後 10年以内

無利子

新型コロすウイルス感染拡大防止のため、申込みは、原貝」、郵送で受付けます。

北海道社会福祉協議会ホームページより申請書類をダウンロードし、必要書類と併せ、

黒松内町社会福祉協議会にお送り<ださい。

◆緊急小□資金 (特例貸付)・ 総合支援資金 (特例貸付)は、令和 2年 12月末まで受付けます。

◆今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続<住民税非課税世帯の償還を免除

することができることとしています。

特例貸付 (緊急小口資金・総合支援資金)に関する問合せ

フリーダイヤル 0120-321760  受付時間 9:00～ 18:00(※土日・祝日を含む)

実施主体 :社会福祉法人 Jヒ海道社会福祉協議会  TEL:011-241… 3976(代表)
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<ろまつない社協だより

成年後見制度|ま、 認矢ロリ庄や矢□白勺:章害、 米青ネ申F章害などlitattIII[能カカt 1lFヽ

十分ではない方の預貯金の管理 (財産管理)や日常生)i

契約などの法律行為 (身上保護)を支援していく制度です。

●法定後見制度の種類 (類型)と支援内容

代理権・

同意権・

取消権・

・ 成年後見人等が本人に代わつて財産管理や契約など法律行為を行う権限。

・ 本人が契約など法律行為を行う場合には、成年後見人等の同意が必要であると

いうこと。

・成年後見人等の同意がないまま、本人が法律行為を行つた場合に、その法律行為

を取消せる権限です。

●利用 について

法定後見制度を利用するには、お住まいの地域を管轄する家庭裁判所へ申立 をしなけ

ればなりません。申立が出来る人は以下のような人です。

者、4粽青撚内9穆率ヽ 市町
γ頷鹸摯〒属贔戸■,|`,|●
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申立てが家庭裁判所によって審理され、成年後見人等が選任されましたら、被後見人

等 (利用者)への支援が開始されます。

●成年後見制度利用についてのご本国談は、黒松内町生活サポートセンター (黒松内町社会福祉協議会)

種  類 後  見 保  佐 補  助

利用できる人
日常生活で判断能 力が
ほとんどない人

日常生活で、判断能 力が

著 し<不十分な人

日常生活で、判断能力が

不十分な人

支援者 成年後見人 保佐人 補助人

支
援
者
が
与
え
ら
れ
る
権
限

代理権
本 人 が 行 う全 ての 法律

行為

本人の同意 を得た上 で、

家裁が定めた法律行為
本人の同意 を得た上で、

家裁が定めた法律行為

同意権・

取消権

日常生 活 に関 する行為
以 外 の す べ て の 行 為

(取消権のみ )

法律 上 定め られ た重 要 な

行為

本人の同意 を得た上で、

家裁が定めた法律行為

で
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秋

の
バ
ス

旅

行

籠

居
高
齢
者
外
出
支
援
事
巻

１０
月
１２
日

ｏ
‐９
日
の
２
日
間
に
わ
た
り
、
社
協
の
安
否
確
認
事
業
の

利
用
者
の
方
を
対
象
と
し
た
バ
ス
旅
行
を
実
施
し
ま
し
た
。

今
年
度
の
春
の
バ
ス
旅
行
は
、
新
型
コ
ロ
す
感
染
状
況
を
鑑
み
中
止
と

し
ま
し
た
が
、
秋
は
感
染
予
防
を
心
が
け
、
少
人
数
で
昼
食
の
時
間
を
設
け

ず

２
回
に
分
け
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
感
染
予
防
対
策
を
徹
底
し
て
実
施

し
ま
し
た
。

今
回
の
目
的
地
は
八
雲
町
で
、
皆
さ
ん
は
買
物
な
ど
を

楽
し
ま
れ
た
よ
う
で
す
。

参
加
者
の
皆
様
は
コ
ロ
す
禍
の
中
、
外
出
の
機
会
が

め

っ
き
り
減

っ
て
し
ま

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
よ
い

ス
ト
レ
ス
発
散
の
機
会
と
な

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
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今
年
度
は
本
町
か
ら
、
後
志
地
区

老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
会
長
表
彰
を

５

名
の
功
労
者
の
方
が
受
賞
さ
れ
ま
し

た
が
、
新
型
コ
ロ
す
感
染
拡
大
防
止

の
た
め
、
授
与
式
が
行
わ
れ
る
後
志

地
区
老
人
ク
ラ
ブ
大
会
が
中
止
と
な

り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
各
単
位
老
人
ク
ラ
ブ

例
会
の
席
で
、
本
会
よ
り
賞
状
を
授

与
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

受
賞
者
の
皆
さ
ま
、
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
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年

「
月
に
後
志
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー
に

お
い
て
開
催
し
て
お
り
ま
す
、
「
ふ
れ
あ
い
ゲ

ー
ム
大
会
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
参
加
者
皆
様

の
健
康
と
安
全
を
第

一
に
考
え
、
今
年
度
は

中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
お

知
ら
せ
致
し
ま
す
。

|||:霧轟あたたかいご寄附

ありがとうございます

●地域福祉推進に

～ ~′ ~~― ― ′

 1 籟  尋 9;ぉ
・後志リハビリセンター 様

     1 聰 写房薯貸
ま ホ 読 コ●香典返しとして         | は 電
′

|｀ 誰T
・増田  弘 様  ・木葉 京子 様   ‡ 凸隋  

ツ

^翠
工

ぺ る を
【令禾□2年 8月～9月】 暑 2颯   | こ ズ

ジ
｀

マ
を 黒 |

ご 松 ト

■悩みごと・ 困りごとはありませんか ?
日常生活の困りごと等お気軽にご相談<ださい。

社会福祉法人 黒松内町社会福祉協議会

寿都郡黒松内町字黒松内 586‐ 1

黒松内町保健福祉センター内

電話 :(0136)72‐ 3124 Fソ EX:(0136)72‐ 3838

E‐mail:kuro‐ shakyo@festa.Ocn.ne.jp

HP : https://kuro-shakyo.sakura.ne.jp/

※年末年始は12月 31日 (本)～ 1月 5日 (火)まで、保健福祉センターは休館となつております。
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【保健福祉センター 1階】


